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有松学区 1 - 1 - - 1 - 4 - 2 9

平子学区 - - - - - 4 1 - - 1 6

緑署全体 11 7 1 4 1 14 3 9 15 51 109

令和６年11・12月号

１０月中 緑区内の交通事故発生数

( 交 通 課 調 べ ・ 暫 定 値 )

人 身 事 故 ９４件

物 損 事 故 ５１２件

令和６年１１月１日、改正道路交通法の

施行により、自転車の酒気帯び運転及び

携帯電話使用等の罰則が整備されました。

重大事故を防ぐため、交通ルールを守

りましょう。

「知らなかった ! ! 」
ではすまされません。

犯罪被害者やその
家族又は遺族の方々
が、置かれている状
況やその名誉又は生
活の平穏への配慮の
重要性等について、
皆様の理解を深めて
いただくことを目的
としています。

ハートフルライン 電話０５２－９５４－８８９７

月～金曜日（祝日、年末年始を除く）の午前９時～午後５時

犯罪被害による心の不調に関する相談に、公認心理士等が対応します。

性犯罪被害相談電話 全国共通ダイヤル ＃８１０３（シャープハートさん）

性犯罪被害１１０番 ０１２０－６ ７－７８３０
むねのなかの な や み ゼ ロ

警察官が対応します。（２４時間受付）


